
北海道の電子入札に参加いただくために

～電子入札の概要と必要な手続き～

平成２０年９月

北 海 道

（電子入札説明会説明用資料）
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電子入札とは（紙入札との違い）

紙入札（今まで）

電子入札（これから）

・提出書類がある都度発注機関へ出向かなければなりません。

・開札時間には必ず会場へ行って入札書を入れなければなりません。

・代理人が札入れする場合など委任状が必要となります。

・提出書類は会社のパソコンから電子的に送信します。

・入札書は受付開始日時から締切り日時の間であれば、会社のパソコンからいつでも提出が可能です。 ※提出は１回限り

・会社にいながら、開札開始などの状況を画面で確認できます。

・開札日時に所用等でパソコンの前にいなくても開札執行に影響はありません。
なお、再度入札となった場合などに、速やかに対応できるようにするためには、開札日時にパソコンで状況を確認する
必要があります。

・代表権を持つ方の名義のＩＣカードを使えば委任状は必要ありません。 ※ＪＶの場合を除く

ＩＣカードリーダー

ＩＣカード

パソコン

インターネット
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ＩＣカード

ＩＣカードについて

電子入札コアシステム対応認証局

・株式会社ＮＴＴアプリエ
・ジャパンネット株式会社
・株式会社帝国データバンク
・東北インフォメーション・システムズ株式会社
・日本商工会議所
・日本電子認証株式会社
・四国電力株式会社
・株式会社中電シーティーアイ
・株式会社ミロク情報サービス

※電子入札コアシステム開発コンソーシアムのホームペー
ジ掲載順に、現在サービス提供中の認証局のみ抜粋（平成
20年5月15日現在）
ホームページhttp://www.cals.jacic.or.jp/coreconso/

から、コアシステム対応認証局 をご覧ください。

ＩＣカードとは

ＩＣカードは、電子入札に参加するために必要なもので、
電子入札コアシステム対応認証局が発行します。
ＩＣカードには電子証明書が格納されており、利用者が
本人であることが電子的に証明されることとなります。
また、ＩＣカードを使用するためにはＩＣカードリーダが必
要ですので、併せて各認証局から購入してください。

ＩＣカードの名義人

ＩＣカードは、事業者名義ではなく、事業者に所属する
個人に対して発行されるものです。
したがって、入札等の権限を持つ代表者の名義で発
行するのが基本となります。
代表者以外の名義（支店長や社員など）のＩＣカードも
発行できますが、電子入札で使用する場合は、紙入札
と同様に代表者からの委任状の提出が必要となります。
また、あくまで個人に対して発行されるものなので、退
職等で代表者等（名義人）が変わった場合は、新しい名
義で新たに発行しなければなりません。
古い名義のＩＣカードや有効期限切れのＩＣカードで入
札に参加すると無効となりますので御注意ください。

※各認証局で有効期限や名義変更
等のサービス内容が違うので、よく
比較検討して購入してください。

他のシステムでの使用

国土交通省北海道開発局や札幌市など、電子入札コア
システムを採用している機関であれば、１枚のＩＣカードを
共通で使用できます。

ＩＣカードを使用して行った手続は、印鑑（実印）を押した
ものと同様の効果となります。
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事業者向けトップ画面

(https://www.idc.e-harp.jp/)

入札に関するあらゆる情報入手の入口です。

このページと、①の公開情報は、２４時間いつで
も御覧いただけます。※計画停止時間を除く

②から入る電子入札システムは、道庁開庁日と
土曜日の８時から２３時に利用いただけます。
※ 祝日、年末年始及び計画停止時間を除く

①

②

③

電子入札には、この
ボタンから進みます。

入札情報公開サイト（電子調達ポータルサイト）

Ｓ をお忘れなく httpsです。

サポートセンター（電子入札システム・調達ポータル
サイトに係る操作、設定等問合わせ窓口）
電話 011-232-7500 （09:00～12：00、13:00～17:00）
ＦＡＸ 011-232-7900
メール choutatsu_madoguchi@idc.e-harp.jp
※電話受付のみ土日祝日及び年末年始休みとなります。
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電子入札システムの利用申込

紙で書類提出

北海道（提出先）
【道内知事許可事業者】
各支庁地域振興部総務課主査（事業管理）
【道外及び道内大臣許可事業者】
本庁関係部審査担当課
・農政部農村振興局事業調整課
・水産林務部総務課
・建設部建設管理局建設情報課

※いずれか１カ所に提出してください。

事業者

電子入札利用者登録用

・ＩＣカード登録ＩＤ
・ＩＣカード登録パスワード

発 行

電子メールで通知
◇北海道よりID/パス
ワード発行のお知らせ

受 領

利用者登録

受付開始日未定
平成２１年１月以後予定

２月中旬から
順次発行開始予定他官庁で登録済みの

ＩＣカードも兼用可能

電子入札システム利用申込書の提出

紛失した場合は
再交付申請が必要

各種様式はこちらからダウンロードしてください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sk/jsk/denshichotatsu14.htm

電子メール
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電子入札システムの利用者登録

事業者

ＩＣカード

インターネット

代表者(又は代理人）名義

電子入札システムへの利用者登録

電子入札利用者登録用

・ＩＣカード登録ＩＤ
・ＩＣカード登録パスワード

入 力

北海道からの
電子メール
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紙入札を認める場合とは

電子入札への紙参加

・地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を
定める政令(平成７年政令第372号)の規定の適用を受ける
調達案件に係る入札である場合
・電子証明書の失効又はＩＣカードの破損等によりＩＣカードが
使用できなくなり、ＩＣカード再発行手続中の場合
・ＩＣカードに格納された電子証明書の記載事項に変更があり、
ＩＣカード再発行手続中の場合
・プロバイダ障害、電気通信事業者回線障害又は認証局障害
の場合
・天災、電力会社の原因による地域的な停電が発生した場合
・電子入札用パソコン等機器の導入準備を進めているが、当
該電子入札案件への参加に間に合わない場合（導入予定
時期の記載が必要）
・その他発注者が認める場合

案件ごとに提出が必要

いずれの場合も提出の際はあらかじめ、案件の発注機関へ御相談ください。

電子参加で書類を送れない場合

あくまで電子で参加（札入れ）をするが、
・電子ファイルの容量が３メガバイトを超える場合
・その他、書類添付が困難な場合
・発注機関から指示があった場合
持参提出通知書を電子で送り、書類は持参する。
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･開札の結果、同価格の際には電子くじ引きを実施します。
･任意に入力いただいた３桁の数字と入札書を提出した順序
を組み合わせて、電子入札システムにおいて、自動的に
電子くじ引きを行い、落札者を決定します。

･電子くじは、全国的に多く採用され、理解が得られている
仕組みを採用しています。

■電子くじの仕組み(４社が同価の例)
１ くじ対象入札参加者の抽出と到着順の割当

同額の入札をした入札参加者がくじ対象となり、
各々の入札書提出日時の早い順に到着順序番号を０
から割り当てます。

同価入札者 入札書到着順番 入札書到着順番号
Ａ社 ⇒ １番目 ⇒ ０
Ｃ社 ⇒ ２番目 ⇒ １
Ｅ社 ⇒ ３番目 ⇒ ２
Ｆ社 ⇒ ４番目 ⇒ ３

２ 当選番号の計算
入札参加者 Ａ社 Ｃ社 Ｅ社 Ｆ社
くじ番号 755 242 482 176
⇒当選者となる入札書到着順番号を算出
(755+242+482+176)÷４＝４１３ 余りが３
※小数点以下は出さず整数で余りを出す。

３ 当選番号(余り)＝３となり、
入札書到着順番号＝３であるＦ社が落札者となる。

入札書提出画面と電子くじ

金額を入れます

工事費内訳書等を
添付します

任意の電子くじ番号
を入力します。
最初は「１１１」が
入っていますので
変更してください。
※１１１のままでも
かまいません

・一度提出すると金額の訂正や再提出はできません。
・提出後は開札時まで誰も開いて見ることができません。


